
【上記を踏まえた次期年金制度改正の方向性】

令和6（2024）年財政検証結果を踏まえた今後の年金制度改正の議論について

○ 平均寿命・健康寿命の延伸
＜65歳時点平均余命＞ ＜健康寿命＞

1990年 男性：16.22年、女性：20.03年 2001年 男性：69.40歳、女性：72.65歳
2070年 男性：23.14年、女性：28.36年 2019年 男性：72.68歳、女性：75.38歳

○ 家族構成やライフスタイルの多様化
・ 単身世帯・共働き世帯の増加等
＜単身世帯割合（世帯主が25～64歳の世帯）＞

22.6％（2000年）⇒28.3％（2010年）⇒32.8％（2020年）
＜共働き世帯割合（夫が25～64歳の夫婦のいる世帯）＞

53.6％（2005年）⇒61.8％（2010年）⇒63.5％（2020年）

社会経済の変化

○ 女性・高齢者の就業の拡大
・ 人手不足の中での労働力確保の要請
＜就業率＞

60～64歳 ：51.1％（1985年）⇒ 74.0％（2023年）
女性（25～64歳）：55.9％（1985年）⇒77.7％（2023年）

○ 今後見込まれる最低賃金の上昇・持続的な賃上げ

○ ５年前の前回財政検証と比べて将来の給付水準が上昇。
１人当たり成長率をゼロと見込んだケースを除き、将来にわたって
所得代替率５０％を確保できることが確認された。

※所得代替率：61.2％（令和６（2024）年度）⇒57.6％（成長型経済移行・継続ケース）
50.4％（過去30年投影ケース） ※数値は最終代替率

○ 一方で、基礎年金の調整期間は長期化し、将来的な基礎年金の給付水準
が低下する見通し。

○ 一定の制度改正を仮定した試算（オプション試算）では、
・ 被用者保険の更なる適用拡大
・ マクロ経済スライドの調整期間の一致
を行った場合には、いずれも基礎年金の給付水準を確保する上でプラスの
効果があることが確認された。

○ 今回初めて実施した各世代の65歳時点の老齢年金の分布推計では、若年
世代ほど労働参加の進展や被用者保険の適用拡大により厚生年金被保険
者期間が延伸し、年金額の増加へ寄与することが確認された。

令和６（2024）年財政検証結果

① 働き方に中立的な制度を目指すとともに、ライフスタイル等の多様化を年金制度に反映しつつ、

② 高齢期の経済基盤の安定や所得保障・再分配機能の強化を図る。

見直しの基本的な考え方

○ 働き方に中立的な制度の構築
論点 ： 被用者保険の適用拡大、いわゆる「年収の壁」と第３号被保険者制度、在職老齢年金制度等

○ ライフスタイル等の多様化への対応
論点 ： 高齢期より前の遺族年金、加給年金等

○ 平均寿命の延伸や基礎年金の調整期間の長期化を踏まえた、高齢期の経済基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化

論点 ： マクロ経済スライドの調整期間の一致、標準報酬月額の上限等

○ 業務運営改善関係・その他所要の事項への対応

対応の方向性
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